
通行止めについて
   日時：平成２６年７月７日

平成２６年７月７日
第　１０　号

長崎河川国道事務所
　小浜維持出張所

大雨に伴う国道５７号の通行規制について

   　　　　６時４０分から１２時０３分
　　　　 　５時間２３分間通行止めを行いました

１．道路通行規制基準について

国道５７号雲仙地区において連続雨量が２５０ｍｍに達すれば「異常気象時通行規制区間」と

なっている下記区間は通行止めを行います。

みなみきさし ながれあい ふだのはら

①雲仙市小浜町南木指字流レ合（雲仙ドライブイン）～同市小浜町雲仙字札ノ原（３８９交差点）

ほうばる はざま

②雲仙市小浜町雲仙字宝原（雲仙ゴルフ場）～南島原市深江町甲字硲（山の寺バス停）

２．平成２６年７月７日の通行止めの実施について

７月７日６時３０分南島原市有家町俵石で連続雨量が２５１ｍｍに達したため上記②の区間にお

いて６時４０分より通行止めを行いました。その後、連続雨量が２７３ｍｍまで増えましたが、降雨

が止み点検でも異常がなかったため同日１２時３分より全面交通開放しました。

今後も上記基準により通行止めを行う事がありますので、その際には当所のホームページ掲載

の迂回路図を参考にしてください。(次ページにも記載しています)

俵石展望所 山の寺バス亭




